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開会あいさつ 

 

消防庁長官 前田 一浩 

 

第 25回全国消防救助シンポジウムの開催に

あたり、一言御挨拶申し上げます。 

まずは全国から多くの消防関係機関の皆様

をお迎えして、このシンポジウムを開催できる

ことを主催者の代表としまして深く感謝申し

上げます。 

また、本日は全国消防長会の清水会長に御臨

席いただいておりますとともに、労働安全衛生

総合研究所の高橋様には教育講演という形で

御参加いただき厚く御礼申し上げます。 

近年、全国で様々な自然災害が相次いでお

り、今年も 3月に発生した福島県沖の震度 6強

の地震や 8 月上旬に山形県や新潟県で発生した線状降水帯によって大雨特別警

報が発表された大雨、9月に相次いで襲来した台風など、各地で大きな被害をも

たらしています。 

このような災害に対して、救助隊員の皆様には昼夜を分かたず活動困難な環

境下においても身を呈して懸命な救助活動を実施していただいておりますこと

に、改めて敬意を表しますとともに、心から感謝申し上げます。 

本日のシンポジウムは、「活動困難な環境下における救助対応能力の向上」を

テーマとしています。近年、救助事案は複雑多様化しており、前例や経験がない

事案も各地で発生しておりますが、そのような災害への対応能力を養うために

は、経験や知見を広く共有し合うことが重要です。特別報告をいただく、昨年 12

月に大阪府守口市で発生したシールドトンネル工事中の生き埋め事故は、救出

に 47時間を要した、かつてない困難な環境下での活動でした。また、危険な現

場で救助活動にあたる消防職員の事故防止について、改めて考えていただくた

め、労働現場の事故原因の多くを占めるヒューマンエラーの防止対策や事故防

止の実践事例等について、講師の高橋様に御講演いただきます。そして、事例研

究発表として、それぞれの消防本部が経験した災害事例と、その課題・改善点を

共有していただきます。シンポジウムを通じて様々な事例を知り、効果的な救助

手法を学び、安全意識を高め、救助対応能力の向上につながることを強く期待し

ております。 
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総務省消防庁におきましては、本シンポジウムのように現場活動に資する情

報の共有・発信に努めるとともに、引き続き、緊急消防援助隊や常備消防力の強

化、消防団を中核とした地域防災力の向上など、消防防災体制の充実強化に取り

組んでまいります。皆様におかれましても、いっそうの救助体制の充実強化に努

め、来るべき災害に備えていただきますようお願い申し上げます。 

結びに、全国の消防関係機関のますますの御発展と、皆様の御健勝と御活躍を

心より祈念いたしまして、私の挨拶といたします。 
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祝辞 

 

全国消防長会会長 清水 洋文 

 

今なお続く新型コロナウイルス感染症への

対応により、消防行政に様々な影響が出ている

中、地域の安全確保のため総力を挙げて対処さ

れてこられた皆様に対しまして、改めて敬意を

表しますとともに、感謝を申し上げます。 

また、本日ここに全国各地の消防関係者が一

堂に会し、第 25回全国消防救助シンポジウム

が開催されますことを心からお祝い申し上げ

ます。 

我が国の消防救助技術は、災害現場における

幾多の試練や教訓に学びながら、先人たちの熱

意と不断の努力により着実に発展を遂げてまいりました。近年は ICT の進展も

めざましく、消防の分野においても様々な新技術が取り入れられているところ

です。 

さて、今回のテーマは活動困難な環境下における救助対応能力の向上です。掘

削現場や地下道で発生する事故、NBC災害をはじめとする特殊災害などにおける

救助活動は、前例や経験が少なく、二次災害の危険性も高いため、非常に困難な

対応を余儀なくされます。 

本日参加される皆様には、救助対応能力の向上に努めていただくとともに、消

防本部間の交流が地域の安全安心のさらなる向上につながることを期待いたし

ます。 

結びに、本シンポジウムが実り多きものとなりますことを心から祈念申し上

げ祝辞といたします。 
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守口市シールドトンネル事故活動報告 

 

守口市門真市消防組合消防本部 

特別救助隊 第二隊長補佐 消防司令 青野 喬志 

 

ただいま御紹介いただきました、大阪府にござ

います、守口市門真市消防組合消防本部の青野喬

志と申します。本日は同席しております、坂本幸

司とともに本消防組合管内で発生いたしました、

シールドトンネル事故の活動報告について、講演

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本来でございましたら、こ

の場所をお借りし、本消防組合の概況について少し御紹介をさせていただいた

後に活動報告へと移らせていただくところではございますが、本日時間に限り

がございますので、早速ではございますが活動報告へと移らせていただきます。 

まず、初めに発生場所、大阪府守口市佐太中町

2丁目 33番 91号。こちら赤枠で囲まれておりま

す部分、大庭浄水場となっております。こちらか

ら黄色枠で囲まれております部分、直近の庭窪浄

水場。こちらの 2つの浄水場間をつなぐ工業用水

の地下配管施設工事中に発災いたしました。 

事故概要といたしましては、深さ 28.5mの掘削

地点から直径約 1.1m、横坑内約 940m先で掘削作

業中に突如発生した地下水の流入により、作業員

3名の方が横坑内に取り残されておりました。な

お、現場到着後、2名の方は自力で脱出されてお

ります。 

通報内容は、「シールド工事中に 25歳男性が砂及び水に埋まった。詳細不明。」

との報により出場。 

なお、当該事案に関係します、出場機関、隊数、

人員でございますが、消防機関は延べ 48 隊 154

名。なお、こちらには本消防組合の近隣市でござ

います、枚方寝屋川消防組合消防本部様が保有さ

れております、遠距離大量送排水車、こちらを増

援要請させていただいたことにより、延べ 8隊 20名の方に御協力をいただきま

した。 
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次にその他の関係機関といたしましては、本消

防組合管内にございます、三次救命病院の関西医

科大学総合医療センターから、DMAT に登録され

ておりますドクターおよび看護師の方を含め 6

名、そして、本件事案はシールド工事中という非

常に特殊な環境下でございましたので、工事関係者の方にも御協力をいただき、

総勢 123名の方に御尽力いただきました。 

それではシールドトンネル工事イメージ図を

用いまして、要救助者の場所について御確認をし

ていただきます。救出まで約 47 時間を要しまし

た要救助者は、シールドマシン先端部分、赤い丸

で囲まれた部分でございます。残りの 2名につき

ましては、水色の丸で囲まれた部分。なお、地上部分のクレーン操作員の方は当

該事故の発災を受け、横坑内に作業員の方を救出しに進入され、我々が現場到着

時、要救助者 3名となっておりました。 

次に簡単ではございますが、本件事故原因につ

いて御報告をさせていただきます。掘削作業によ

り排出された土砂はスクリューゲートを通じ、排

土ホースを伝い土砂スキップの中に一時堆積さ

れます。しかしながら、何らかの原因により金属

片が混入し、スクリューゲートの開閉部分に損傷を来し、完全に開閉ができない

状況となっておりました。このことにより、絶え間なく土砂が排土ホースを伝い

土砂スキップの中に堆積し、土砂スキップがオーバーフローし、それを確認した

先端の作業員が緊急脱出をすべく、右側の小さい赤丸の部分、こちらのホースを

離脱したことにより、大量の土砂及び地下水が横坑内に流れ出た、そのような状

況となった訳です。 

しかしながら、不幸中の幸いと申し上げます

か、ホースを離脱したことにより、シールドマシ

ンと土砂スキップの間の作業員は土砂や水に埋

もれることがなく一命を取り留めておられた、そ

のような状況となっております。 

それでは時系列へと移らせていただきます。発

生日時 2021年 12月 16日午前 9時 30分。入電時

間から約 1時間 2分後の 10時 32分、当初は救助

事案として覚知し、合計消防車両 4台が出場。な

お、最先着の消防隊によりまして要救助者 3名の
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情報は得ることができました。また、後着の救助隊が到着時、立坑内へと進入し

ましたところ、立坑及び横坑が多量の水で浸水をしていたため、水難救助資機材

を積載した水難救助兼後方支援車、また、消防力の劣勢を解消すべく、消防隊や

指揮車等の増援要請をし、中隊指揮体制から大隊指揮体制へと移行しておりま

す。 

それでは、次に現場関係について画像を用い、

御報告をさせていただきます。向かって左側の画

像、こちらは当該シールド工事により建築された

建屋部分。そして、右側の画像中央付近より左側

の部分、黄色い枠で囲まれている部分があると思

います。こちらが立坑部分でございます。 

なお、現場指揮本部に関しましては立坑直近の

屋内、そして資機材集結場所は立坑建屋直近の屋

外部分にポップアップテントを設営し、そちらで

一元管理を行いました。また、右下に御覧頂けま

すオレンジ色の排水ホース。こちらは、枚方寝屋

川消防組合様に応援出場をいただきました、遠距離大量送排水車の排水ホース

ラインとなっております。 

こちらが立坑の

上、および下から撮

影した画像です。な

お、進入動線及び資

機材の搬出動線と

いたしましては、階段、工事用エレベーター、そして、土砂を地上部分に排出す

るクレーンがございました。 

こちらが現場到

着時の立坑地底部

分でございます。こ

ちらの画像を御覧

いただきますと、成

人男性がおよそ膝上まで浸水しているのを御覧いただけると思います。なお、立

坑部分から直結しております横坑、こちらは排水作業が完了し、救助活動が本格

的に開始された後の画像となっております。向かって右手側、直径約 1.1m、シ

ールド工事が完了した部分はセグメントで固定されており、配管関係は排水配

管、電気配管、そして、空気を送気するグロー配管がございました。 
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こちらが現場到着時の立坑から横抗を撮影し

た画像です。この画像を御覧いただきますと現場

到着時、救出活動に非常に困難を極める、そのよ

うな現場状況であったことを御理解いただける

と思います。 

時系列に戻ります。11時 45分、要救助者 2名

の方が自力により脱出。その時点で先端のシール

ドマシン部分に要救助者 1 名が取り残されてい

るとの確定情報を得ました。その後、潜水装備を

着装した救助隊員 3 名が先遣隊として横坑内に

進入。しかしながら、浸水の範囲が非常に広範囲にわたっていたため、災害部分

に到達することができず、立坑部分に 19分後、一時退避しております。 

その後、工事関係者により設置されました排水ポンプ 8 台、枚方寝屋川消防

組合様の遠距離大量送排水車を使用し、排水作業を実施。ようやく横坑内の浸水

が水深 10cmまで低下しましたのが同日の 17時 22分となっております。 

ここで簡単ではございますが、遠距離大量送配

水車の排水性能について御紹介をさせていただ

きます。揚程は垂直 30m、配水能力は毎分 1,500L

と非常に大きな排水能力を持っておりました。 

そして、併せて御確認をしていただきますのが

シールド工事断面図でございます。こちらは本件

事案の断面図でございますが、シールドトンネル

工事は本件事案のように突発的な地下水、土砂の

流入により先端の作業員の方が生き埋めになら

ないよう、あらかじめ斜め上方向に向けて掘削を

開始する。そのような安全管理体制がとられておりました。そのため、本件事案

も先端での作業員の方は一命を取り留めておられた、そのような状況となって

おります。 

本格的に救助活動が開始になりましたのは、17

時 40分。4輪台車を使用し、ガス検知器を携行し

た 2名が進入しております。この時点で発災から

既に 8 時間 10 分を経過しております。しかしな

がら、約 150m 進入したところで、地下水の突発

的な流入による配管等が錯乱状態であったため、台車での進入を諦め、歩行での

進入へと切り替えております。しかしながら、直径約 1.1m、普通に歩行するこ

とは困難であり、中腰もしくは四つん這いの姿勢となり進入し、現場到着部分、
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事故発災部分に到着しましたのは進入から 1 時間 28 分を要した、19 時 08 分と

なっております。この時は今からスライドで御報告させていただきます、土砂ス

キップやバッテリーロコが障害となり、要救助者には直接接触することはでき

ず、口頭のみの観察となっております。呼びかけ反応あり、座位、挟まれ等はな

し、足首抹消に痺れあり、25 歳男性、身長 170cm、体重 90kg。この時点で発災

から 9時間 38分を経過しております。 

次に災害活動に関しまして非常に重要な地点

となりました、オペレーター室について御報告を

させていただきます。向かって右側の画像中央付

近のモニター、こちらはシールドマシン部分のセ

グメントの土圧をこちらのモニターで管理する

ことができました。そのため、要救助者の場所、我々消防隊が活動する空間は、

セグメントが安定しており活動空間としては安全であるという情報を得ること

ができました。また、直近のマイクロホン、こちらは地中深かったため、我々が

一般に使用します、携帯デジタル無線機、もしくは携帯電話、こちらは通信不能

となっておりました。そのため、このマイクロホンを通じ、シールド工事先端部

分に設置されておりましたスピーカーフォン、こちらを使用し、先端で活動して

いる消防隊員、また指揮本部からの情報、そして、セグメントの安全管理状況、

と全てこの 1本で通信をしなければならない、そのような状況でございました。 

次に要救助者の救出プランに際しまして、再度

要救助者の状況を御報告させていただきます。要

救助者は、先端のシールドマシン及び土砂スキッ

プの間に取り残され、土砂スキップは 2台連結、

1 台につき重さ約２t ございました。そこに連結

されておりますバッテリーロコは重さ約１t。しかしながら、上方については

45cmの空間がございました。 

こちらが現場到着時、バッテリーロコ及びレバ

ーブロックにより、一時的に固定した後の動画と

なっております。手前に御覧いただけます黄色い

部分がバッテリーロコ、その奥のエメラルドグリ

ーンの部分が土砂スキップでございます。なお、

微量ではございますが、いまだ地下水が横坑内に流れ出ている、その状況も併せ

て御覧いただけると思います。 
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こちらが横坑内の画像でございます。左側折り

膝の隊員の体格は身長 167cm、体重 57kg。非常に

小柄な隊員ではございますが、右側の画像、こち

らはバッテリーロコの上部を通過する際、上方

45cmの空間がございましたが、円形をしており、

非常に狭隘な空間で行き来をしなければならなかったことも御確認いただける

と思います。 

こちらがバッテリーロコの奥側、土砂スキップ

部分の画像です。左手、こちらを御覧いただきま

すと、土砂スキップの中央辺りまで土砂が堆積し

ている様子を御覧いただけると思います。また、

右側の図面、こちらを御覧いただきますと、セグ

メントと土砂スキップの間には約 20cmの空間しかなく、要救助者の下にたどり

着く、そういったことは不可能でございました。 

当初定められました救出プランといたしまし

ては、地上に保管されておりましたバッテリーロ

コを横坑内へと進入させ、故障したバッテリーロ

コを牽引し搬出。その後、同様に土砂スキップを

牽引し、搬出した後、バッテリーロコの架台部分

に要救助者を収容し、立坑まで救出。このようなプランが策定されました。 

それに伴いまして 2班編成を行い、まずバッテ

リーロコ、土砂スキップ双方の堆積した土砂の排

出作業を実施する必要がありました。ここで 2班

編成を組み、救出活動の開始を行なったのは発災

日同日の 19 時 10 分。発災から既に 9 時間 40 分

を経過しております。しかしながら、バッテリーロコ、こちらの排土の作業を進

めているうちに、バッテリーロコが脱輪状態である旨を確認しました。 

そのため、線路上へ復旧させる手法といたしま

して、我々消防が工事関係者に提案いたしました

のは、大型油圧器具もしくはマット型空気ジャッ

キ、こちらを使用しバッテリーロコ、バッテリー

カーを上部の方に持ち上げた後、線路上へ復旧さ

せる、このような手法を工事関係者に提言させていただきました。しかしながら、

セグメントに変形を来す、もしくは一部のセグメントのみに他と土圧が違う異

なった圧力をかけた場合、このセグメントはボルトにより固定をされておりま

す。そのため、変形やずれが生じた場合、セグメントは一気にドミノ方式に崩壊。
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すなわち要救助者先端の消防隊員が一瞬にして生き埋めになってしまう。その

ことから、こちらの救出方法は厳禁とされました。 

また、同様にセグメントアンカーからチルホー

ルで牽引する場合、こちらも斜め方向に力が掛か

ってしまい、セグメントにずれが生じます。その

ため、こちらも同様に一瞬で崩壊をしてしまい、

最悪の場合、死に至ってしまう、そのことから、

工事関係者にはこちらも同様に厳禁とされております。 

そのため、我々消防といたしましては、工事関

係者に助言を求め、工事期間中に万が一、脱輪を

した際の復旧方法について聴取をすると同時に、

その際、セグメントアンカーが垂直もしくは水平

方向のみに対して約８tの荷重に耐えられること

が分かりました。そして、レバーブロックを使用し、脱輪状態を復旧させている

ことも同時に聴取したため、工事関係者の御協力をいただきながらレバーブロ

ックを借用し、見事バッテリーロコのレール上への復旧に成功しております。 

そして、こちらは工事関係者に御協力をいただ

きました、2つの活動について併せて御報告をさ

せていただきます。まず 1点が、薬液注入ライン

の掘削でございます。こちらは救出活動を行った

上でも、まだ横坑の中に地下水が微量ではござい

ますが、進入が続いている、そのような状況でした。地下水を完全に止水するた

め、地上部分から地中探索機を使い、シールドマシンの場所を特定。そのシール

ドマシン前方に薬液を注入するラインを掘削し設営していただいております。

そちらから水をゼリー状に凝固する化学薬剤を注入していただき、見事横坑内

への地下水の浸水を止水することに成功しました。もう 1 点がバッテリーロコ

の復旧でございます。向かって右側の方が、こちらが実際にバッテリーロコに乗

り、隊員が進入している時の動画でございます。片道約 1時間 30分往復で 3時

間、それだけの時間を要した進入退出が動力により進入することが可能となり、

また、片道 20分と大幅に隊員の体力、精神面も活動に備え進入することができ

ました。 

しかしながら、こちらの横坑内の活動環境といたしましては、酸素濃度が

18.2%という非常に少ない酸素濃度の中での活動を余儀なくされた。そのことも

あわせて御報告をさせていただきます。 
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次に故障したバッテリーロコを当該バッテリ

ーロコで牽引し、搬出しようと試みましたが、１

つ問題が発生しました。それは、故障したバッテ

リーロコ、土砂で埋没されていたバッテリーロコ

は水没により電気が遮断され、車輪の駆動軸がロ

ック状態となっておりました。このことから、バッテリーロコでの牽引ができず、

次に我々が策定しました案としましては、工具を横坑内に搬入し、バッテリーロ

コを分解し、駆動ベルトを切断することに成功しました。 

しかしながら、ロックを解除することができず、これは後に判明したことでは

ございますけれども、非常に狭い空間の中で万が一、バッテリーロコが勝手に動

き、災害が発生することを防止するため、このような電気系統が遮断された場合

は、どのような作業を行ったとしても、駆動軸は動かない、そのように設計され

ていることが後に分かっております。 

また、車軸自体を切断する。こちらの方法も１つの手法としてはあったのです

けれども、こちらは凄く硬い合成金属、また、直径が非常に太く、大型油圧器具

やエンジンカッターを用いなければ切断することができませんでした。こちら

は先ほど説明を申し上げましたとおり、セグメントに対し変形を生じるおそれ

があり、また、活動空間が非常に狭隘な状況であったため、泣く泣く故障したバ

ッテリーロコは横坑内に存置したまま救出活動を実施する。そのようなプラン

ニングへと変更となりました。 

こちらがバッテリーロコの奥側部分の土砂ス

キップの状況でございます。一番土砂が堆積して

おります左側の状況から、一定の土砂の排出作業

が完了した一番右側の部分、こちらの状況まで要

した時間は、活動から 36 時間もの時間を要しま

した。 

しかしながら、側面方向および上方側面、こちらに関しましての空間は約 20cm

しかなく、この空間から要救助者を救出することは不可能でありました。 

そこで、我々消防

が次に提示した案

としましては、バッ

テリーロコを復旧

した作業と同様に、

土砂スキップをセグメントアンカー、レバーブロックを使用し上方向に持ち上

げる。その後に同様に側面方向へと移動。そこからセグメントを傷つけないよう

に慎重に慎重を重ねながら土砂スキップを下方に移動させ、右側の水色の部分、
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こちらに間隙を作ることにより、要救助者を救出する。そのような手法を提言し

ました。 

なお、非常に容易な作業であると思われると思いますけれども、こちらは先程

申し上げましたとおり、セグメントは垂直および水平方向のみの荷重に対して

耐えられるように設計されております。即ち、重さ２tの土砂スキップ、そちら

を吊るにあたり、万が一、斜め方向に対して力が掛かってしまった場合、その瞬

間に土砂スキップもろともセグメントは一気に崩壊をしてしまい、先端の隊員

は要救助者を含め生き埋めとなってしまいます。そのことから、非常に安易な作

業ではございますが、精神的に負担を強いられた、そのような作業でございまし

た。 

次に御覧頂きます画像、向かって右手側、こち

らは実際に要救助者を救出した活動空間でござ

います。土砂スキップに堆積された土砂を排出

し、側面方向に寄せ、側方約 32cm、縦方向につい

ては 50cm の空間を取ることができました。要救

助者の救出については、実際に右手側の活動空間より救出をしております。 

それでは、時系列に戻らせていただきます。12

月 17 日発災日翌日 10 時 14 分。この時に初めて

棒を使用し、間隙から要救助者に経口補水液を受

け渡すことに成功しております。この時、発災か

ら 24時間 44分を経過しておりました。次に固形

飲食物、こちらの受け渡しに成功しましたのは同日の 18時 10分。そして、薬液

注入ラインが完成し、薬液の注入。それにより地下水の完全に横坑内に進入する

のを止水できましたが、同日の 22時、こちらから土砂の排出作業が大きく進展

した大きな基点の時間となっております。 

次に土砂スキップ 1 台をまず側面方向へ移動

しましたのは、発災日翌々日の 12月 18日午前 6

時 23分、そして、2台とも完了しましたのは同日

の 7時 26分。また、7時 33分には土砂スキップ

とバッテリーロコの間の部分まで要救助者を救

出することに成功しております。この時点で発災から 46時間 3分。そちらで横

坑内に進入させました、救急救命士によります、簡易的な観察を実施しておりま

す。その時の状況といたしましては、意識レベル清明、呼吸回数毎分 20回、脈

拍同様 120回、体温 35.8度、血圧上が 110、下が 60、SpO2については 98%でご

ざいました。 
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その後、バッテリーロコにて搬送開始、立坑部

分まで救出完了しましたのが 12月 18日の午前 8

時 6分。なお、立坑内で関西医科大学総合医療セ

ンターのドクターによります、観察を実施。また、

ルートの確保、輸液を実施しております。 

その後、工事エレベーターを使用し、地上部分まで救出完了。なお、本件事案

の救出完了時分は、こちらの 12月 18日午前 8時 20分、発災から 46時間 50分

を救出完了時分としております。参考といたしまして、発災から約 47時間 5分

後、午前 8時 35分に病院に収容完了しております。 

検討課題として、五点御報告をさせていただき

ます。まず、第一点目及び第二点目。こちらは現

場状況を素早く把握するため、事故状況のみなら

ず工事の施工を含め、全体像を的確に把握してい

る関係者を確保し、必要な情報収集に努めるとと

もに救助活動に助言を求める必要があったという点。 

そしてもう一点は、救出活動において工事関係者の協力が必要不可欠な場合

における、安全管理に対する認識の統一というものがございました。こちらはシ

ールド工事という非常に特殊な関係。また、セグメントアンカーに対する、「斜

め方向への力により一気にセグメントが崩壊してしまう。」そのような情報は工

事関係者から得ることができ、また、セグメントのアンカーの場所、こちら等も

工事関係者に我々の隊員と共に横坑内、災害現場へと進入をしていただき、助言

を求める必要がありました。また、安全管理に対する認識の統一。こちらは工事

関係者と共に作業を実施していく上で、我々消防組織だけではなく、工事関係者

の専門的な安全管理意識を共有し、双方共に安全管理が確立された状況でのみ

活動する、ということが確立されております。このことにより、我々消防隊だけ

で万が一、活動し、セグメントが崩壊してしまった場合、そのような二次災害の

防止に努めることができました。 

三点目、現場状況を容易に確認できない状況かつ資機材の搬送手段が限られ

る状況での資機材選定及び搬送の効率化でございます。こちらは当初、御報告さ

せていただきましたとおり、片道約 1時間 30分。救助隊員が中腰になりながら

活動拠点まで向かう必要があったこと。また、その時に資機材を携行するとなり

ますと、非常に体力的、また、精神的に大きな負担となりました。また、バッテ

リーロコが復旧した際にも、バッテリーロコは許容荷重の関係上、最大 3 名の

隊員しか送り込むことができません。そのため、資機材の搬入をすると、隊員の

選定は必然的に 1 名ないし 2 名となってしまいます。また、資機材を搬入した

後、横坑内で資機材を一時的に保管する場所はなく、資機材の選定というものが
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非常に困難な、そのような状況でございました。 

四点目、無線、携帯電話等の通信手段が使用できない状況での情報連絡体制及

び安全管理。こちらは我々が一般的に使用しております、携帯デジタル無線機ま

たは携帯電話、こちらは地中深かったため、通信障害により使用不能となってお

りました。そのため、オペレーター室のマイクロホン１本を通じ、現場での活動

状況、また、現場指揮本部からの情報、そして、環境改善等の空間把握、そちら

は全てオペレーター室のマイクロホン１本で行わなければならず、より一段と

無線統制が必要になる、そのような現場でございました。 

そして最後に五点目、隊員及び救出活動に協力していただいておりました工

事関係者を含めた体調管理及びローテーション管理でございます。本来でござ

いますと指揮本部がローテーション管理を行う。こちらは本件事案についても

同様なのですけれども、先端で作業をしていました隊員は先ほどから申し上げ

ておりますとおり、工事関係者の方も横坑内へと進入していただいております。

また、要救助者は一時錯乱状態になり、非常に精神的に不安定な状況もございま

した。その状況で自ら活動を実施し、また、要救助者を励まし、そして共に進入

していただいております工事関係者の体調も把握しなければいけなかった。そ

のような状況は非常困難を極め、また、身体的特徴も小柄な隊員でしか最前線で

活動することができないという状況から、ローテーション管理についても非常

に苦慮する、そのような事案でございました。 

以上が本件事案に関しましての活動報告ではございますが、このようなシー

ルド工事は工事関係者の話によりますと、全国各地いろいろな場所で今もなお

実施されているとお伺いしております。本日講演させていただきましたこちら

の検討課題、また、活動報告が万が一、皆様の管内で同じような災害が発生した

際、１つの参考資料となれば幸いでございます。本日は御清聴誠にありがとうご

ざいました。 
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（１）「各種専門部隊及び民間業者が連携した 

救助活動について」 

   東京消防庁 榊原
さかきばら

 康之
やすゆき

 氏 

   採用 平成９年９月 

   現職 第二消防方面本部消防救助機動部隊 

  

 

この事案は、解体中の耐火造建物の外壁が崩落して作業員１名が壁体に挟ま

り脱出不能となり、当庁保有資器材のみでは救出困難かつ二次災害の発生危険

が極めて大きかったため、当庁の各種専門部隊を投入するとともに、民間の解

体業者と効果的に連携して活動したことにより要救助者を救出したものであ

る。 

本事案は、先着隊からの応援要請により出場した第二消防方面本部消防救助

機動部隊を中心とした活動について発表する。 

 

【memo】 
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（２）「大型貯油タンク跡地における救助事案について」 

   横浜市消防局 鈴木
す ず き

 将人
まさひと

 氏 

   採用 平成 12年４月 

   現職 警防部警防課訓練救助係特別高度救助部隊第一係 

 

 

この事案は小柴貯油施設跡地（米軍により戦後接収されていた旧日本海軍の

施設で、現在は貯油施設としては使用しておらず公園整備事業を進めている）

において、作業員１名が乗車した重機（バックホウ）が既設の大型地下式貯油

タンク内（内径 38ｍ、深さ 28ｍ）に落下した救助事案である。 

この事案では活動を困難とさせる要素が次のように多岐にわたっていた。 

タンク内部に石油臭のある成分不明の液体が水深 10ｍ程度溜まっていたが、

この中での潜水活動が必要であったこと。 

バックホウの転落により崩落した屋根の構造物の一部が不安定な状況で残存

し、再崩落の危険があったこと。 

周囲に有効なアンカーとなるようなものが皆無であったこと。 

タンク周囲は土砂に囲まれていて地盤が緩く、車両の接近もままならなかっ

たこと。 

８月の 30℃越えの高温下における長時間にわたる活動となったこと。 

これらの状況下で行われた関係機関と連携した４日間の活動について発表す

る。 

 

【memo】 

 

 

 

 

  

を貼付 

してください。 
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（３）「ガス酸欠事故における狭隘空間での活動について」 

   土浦市消防本部 鎌田
か ま た

 剛
たけし

 氏 

   採用 平成２１年４月 

   現職 土浦消防署 特別救助隊 

 

 

この事案は、茨城県土浦市工業団地内歩道において、下水の詰まりを除去す 

るためにマンホール内で作業していた４１歳男性が作業中に卒倒。さらに、助 

けに向かった３８歳男性も卒倒した。硫化水素が発生している疑いがあると地 

上にいた同僚から１１９番通報。要救助者２名を救助した活動を紹介するもの 

である。 

 マンホール事故の特徴として 

・マンホールは全国どこにでもあり、同様の事案はいつ、どこで発生するか 

分からないこと。 

・マンホールでの救助事案は、他事案と比べ活動が局所的であり、消防力の 

大小で活動に差が生じにくい災害であること。 

・マンホール内は狭隘、暗黒、酸素欠乏、有毒ガスの発生、水流、複数の要 

救助者等、特殊環境下での活動を強いられること。 

我々活動隊が現場で直面した活動障害・困難な状況の中で、限りある資器材 

を活用して行った救出活動を共有することで、本シンポジウムのテーマである 

「活動困難な環境下での救助事案を研究し、応用力や発想力などを合わせた総 

合的な現場対応能力の向上」さらには全国で同様の事案が発生した際の要救助 

者の生命保護ならびに活動隊の確実な安全確保に寄与することを目的に発表す 

る。 

 

【memo】 
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（４）「水難救助事案における目撃者情報を活用した 

テクニカルサーチについて」

湖南広域消防局 中島
なかじま

 和洋
かずひろ

 氏 

採用 平成１５年４月 

現職 南消防署消防救助係（救助担当） 

湖南広域消防局は、琵琶湖の南部に位置する草津市、守山市、栗東市及び野

洲市の４市を管轄しており、日本最大の淡水湖である琵琶湖に面している。ま

た、管轄する琵琶湖は、年間を通じて多くのレジャー客が利用しており、ヨッ

トの横転、ボートの追突事故等、毎年様々な形態の水難事故が発生している。

当消防局はこれらの水難事故に対応するため、平成１３年に特別水難救助隊

を発足しており、現在 28名の隊員を任命し、救命ボートを積載した水難救助車

を配備している。また、水上オートバイを水面救助及び初動対応（潜水活動のた

めのブイ設定）で活用する他、救命ボートのソナーによる湖底探査、無人航空機

（ドローン）による上空からの偵察及び現場状況の把握を行っている。 

水難事故は目撃情報が重要であり、現場到着した隊員が目撃者と接触し２カ

所の目撃位置と目印を結ぶ直線を設定し、その交点を水没予想位置とする「マー

キング要領」を実施している。このように目撃情報をもとに、水上に第一ブイを

設定しているが、広大な琵琶湖では、ブイ設定時の操船技術による岸付近でのわ

ずかなズレが、沖に行くほど水没場所と検索場所の大きなズレに繋がるという

懸念事項がある。 

これらのことから、有効かつ確実性の高い潜水活動を実施するためには、正確

なブイ設定及び検索範囲の決定が重要であると考え、当消防局が活用している

「マーキング要領」によるベーシックサーチをもとに、目撃情報を活用したテク

ニカルサーチについて、考案・検証した。

近年、スマートフォン等身近な機器で正確な情報を入手できる。テクニカルサ

ーチもＧＰＳを活用したマーキング要領であり、水没位置を決定後、座標登録し

たドローンを自動運転により水没位置上空でホバリング待機させ水没位置を可

視化した状態でブイを設定するもので、設定時間や正確性について検証した内

容を発表する。 

【memo】 
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（５）「救出困難な埋没救助事案から生まれた 

       検証と救助戦術」 

   倉敷市消防局 大橋
おおはし

 達也
た つ や

 氏 

   採用 平成２４年４月 

   現職 倉敷消防署  

 

 

この事案は、造成宅地に新たに水道管を埋設するため、掘削作業を行ってい

た際に起きた土砂埋没事案である。 

当局から７台２２名が出動して救助活動を行ったが、救出完了までに約９時

間を要した。救出は無事に完了したものの、土圧に起因する要救助者の痛みや

次々と崩れてくる土砂の排出などを伴う困難な活動であり、改めて土圧に対す

る知識不足を痛感する事案となった。そこで、土圧が要救助者に与える影響に

ついて検証を行うとともに、救助戦術についても検討した。 

当局が行った検証については、民間企業及び大学准教授の協力があって実現

したものである。この検証は、当局の職員にとって、とても実りあるものとな

り、確実に我々の土圧に対する知識を深めてくれた。 

今回は、事案の詳細な内容と当局が行った検証について発表する。 

 

【memo】 
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（６）「ミニチュアトレーニングツールを活用した 

机上訓練の紹介」 

久留米広域消防本部 立石
たていし

 平和
ひらかず

 氏 

採用 平成２２年４月 

現職 久留米消防署 消防課第２ 東出張所 高度救助隊 

土砂災害等の自然災害は、毎年のように発生しており、近年の気象状況を鑑

みると今後も発生する可能性の高い災害種別である。しかし、火災等の他種別

に比べ、災害現場の再現性や現場設営等が難しく、実動訓練が少ないのが現状

である。 

この現状は、「令和元年度救助技術の高度化等検討会報告書」内の土砂災害

の課題についてのアンケート結果で示されており、「実働経験、訓練の不足」

が５割弱を占め、土砂災害に対する訓練不足は全国的な課題といえる。 

そこで、施設等の訓練環境に左右されず、現場対応能力を向上するため、土

砂災害現場や各救助資機材等を２０分の１サイズで再現したミニチュアトレー

ニングツールを作成し、机上訓練を実施した。本トレーニングツールにより机

上訓練を継続して行うことで、全隊員が全体的に活動を「視覚化」することが

でき、共通認識を持つことで迅速な救助活動に結び付くだけでなく危険予知の

知識も習得できることから高い訓練効果が得られる。 

今回は、当消防本部が実施している本トレーニングツールを活用した机上訓

練について発表する。 

【memo】 
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（７）「災害時要援護者を多数救助した活動について」 

   人吉下球磨消防組合消防本部 山村
やまむら

 一臣
かずおみ

 氏 

   採用 平成 17年１月 

   現職 中央消防署救助機動部隊 

 

 

令和 2年 7月 4日未明から熊本県南部を中心に「猛烈な雨」が降り続き、4時

50分、「大雨特別警報」が発表された。その後、管内を流れる日本三大急流の一

つ「球磨川」が氾濫し当消防本部発足以来、未曾有の大災害となった「令和 2年

7月豪雨」は、忘れることのできない自然災害である。 

本災害では、人吉球磨地域を含む県内各地で記録的な豪雨となり、管内を流れ

る 2 つの大きな川が氾濫し、甚大な被害が発生した。球磨川流域では過去に例

を見ないほど広範囲に渡って浸水被害が発生、浸水想定区域を大きく上回る被

害となった。その結果、当消防本部管内では、人吉市で 20名、球磨村で 25名の

方の尊い命が奪われ（災害関連死を除く）、なかでも特別養護老人ホームでは入

所者 14名の方が犠牲となられた。 

当消防本部は、1署 4分署、職員数 110名の小規模消防本部で、本災害にお

いては、多発的かつ広域的に発生した救助事案へ総力を挙げて活動を行った。

そのような状況の中、特別養護老人ホームでの救助活動については、緊急消防

援助隊として派遣された救助小隊 1隊と当消防本部隊員３名という限られた人

員で多数の「災害時要援護者」の救助活動を行った。 

その活動は、救助開始から救助完了まで長時間を要し、かつ夜間における救

助ボートを使用した「災害時要援護者」の搬送活動の難しさや改善策について

発表する。 

 

【memo】 
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災害時要援護者を多数救助した活動について 

  人吉下球磨消防組合消防本部 

消防司令補 山村 一臣 

１ はじめに 

令和 2 年 7 月 4 日未明から熊本県南部を中心に「猛烈な雨」が降り続き、4 時 50 分、

「大雨特別警報」が発表されました。その後、管内を流れる日本三大急流の一つ「球

磨川」が氾濫し当消防本部発足以来、未曾有の大災害となった「令和２年７月豪雨」

は、忘れることのできない自然災害となりました。 

本災害は、人吉球磨地域を含む各地で記録的な豪雨となり球磨川が氾濫し、広範囲

にわたり浸水被害が発生しました。当消防本部管内では、人吉市で 20名、球磨村で 25

名の方々の尊い命が奪われ（災害関連死を除く）、なかでも球磨村の特別養護老人ホー

ムでは入所者 14名の方が犠牲になられました。

本災害において、当消防本部庁舎も浸水被害を受け、7 月 4 日から 15 日までの 12

日間、緊急消防援助隊による応援、また 15 日から 8月 1 日までは、熊本県消防相互応

援協定に基づく応援により当消防本部の消防力を補完していただきました。 

そのような中、救助完了まで長時間を要し、人的被害が大きかった特別養護老人ホー

ムでの活動について紹介いたします。

２ 活動状況 

⑴ 事案の概要

特別養護老人ホーム（以下、「特養」という。）は、球磨川の川幅が急に狭くなる

場所の少し上流に位置している。豪雨の影響で球磨川が氾濫し、支流の小川も氾濫

した。このため特養の施設１階部分が水没したことにより、2 階部分に避難してい

た入所者及び施設職員等 59名が取り残され孤立状態になったもの。 

⑵ 時系列

 令和２年７月４日 15時 30分 指令（緊急消防援助隊受援後の対応） 

 令和２年７月４日 15時 30分 出動（緊援隊宮崎県大隊、当消防本部） 

 令和２年７月４日 16時 30分 特養到着（自衛隊がすでに活動中） 

 令和２年７月４日 16時 32分 救助開始（自衛隊ヘリと救助ボートによる搬送） 

 令和２年７月４日 23時 30分 救出完了 

 （自衛隊ヘリで 15名救出、救助ボートで 44名救出、計 59名） 

 令和２年７月５日 00時 20 分 現場引揚 

 令和２年７月５日 00時 30 分 帰署 

※令和２年７月４日 08 時 05 分特養から「２階へ避難させています。」と第一報

を受信している。

⑶ 要救助者の状況
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 「特養が浸水し、14 名が心肺停止、約 50名が孤立している。」との情報で、緊急

消防援助隊宮崎県大隊（以下、「宮崎県隊」という。）と共に出動しました。出動

途上、球磨村渡付近の国道 219号上で活動していた先着隊と合流し現場へ向かい

ました。 

発災当時、球磨村渡地区一帯は、最大約 10 メートル冠水し、15 時時点でよう

やく救助へ向かうことが可能となりました。 

  特養の約 1 キロメートル手前付近まで進行したところで、国道 219号が冠水。

冠水はおよそ 3メートル。車両での進行は断念し、宮崎県隊の船外機付きボート

と当消防本部の船外機付きボートの 2艇で、特養を目指しました。ボートで進行

していく中で、そこにあるべき道路標識が冠水により視認できず、道路から高さ

約 8メートル付近にある交通看板や電線にプロパンガスボンベや住宅建材などの

漂流物が引っ掛かった状態であり、更には複数の車両が突き刺さった民家や、基

礎部分しか残っていない民家など、まさに津波に飲み込まれたような惨状で、被

害の大きさを物語っていました。 

  特養に到着後、施設内部を確認すると、家具類が散乱し、流入してきた土砂が

フロア全面に堆積している状況でした。そのような中、ホール入口付近に車椅子

の上に毛布で全身を覆い、きれいな白布を顔に被せられた心肺停止状態の要救助

者が多数おられました。宮崎県隊救助小隊長、施設管理者と協議し、心肺停止状

態の要救助者は黒タグと判断し、2 階に避難し、孤立状態の方々の救助を最優先

に活動する方針を決定しました。

  黒タグ 15 名（入所者 14名、近隣住民 1名）以外の要救助者の状況は、認知症

等を患っている方、自力歩行ができない方、車椅子に乗ったままの方など、容態

は様々でした。 

・特養周辺は、球磨川が東西に流れ、支流の

小川が合流している。 

・球磨川は蛇行し、急に狭くなっている。

・発災当日、特養周辺で最大約１０ｍ冠水し

ていた場所があった。

・特養の１階部分は完全に水没。

通常時 

球磨川 

上流 下流 

特養 
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⑷ 救出計画について

特養では、すでに自衛隊が活動中で、ヘリの救助は日没までの約 3 時間と限られ

ていたため、緊急度の高い要救助者から自衛隊ヘリで搬送を行いました。それ以外

の要救助者は、冠水箇所手前まで施設の車や民間のラフティング業者の協力を得な

がら順次搬送し、冠水エリアは当消防本部のボート、宮崎県隊のボートを使用して、

救急隊が待機する場所まで搬送することに決定しました。自衛隊ヘリで 15 名を救

出したところで、日没によりヘリでの救出を断念。そこからは、自衛隊のボートも

使用し、ボート 3 艇のみで搬送することになりました。 

３ 救助活動における課題と対策 

⑴ 「災害時要援護者」の救助活動について 課題１

  当消防本部管内は、大規模な浸水被害により、全職員一丸となって多数の救助

現場で活動中であるため、本事案に対する活動人員は本職含め３名（内船舶免許

所持者が本職含め２名）、使用できる資機材が救助ボート１艇のみで、また緊急消

防援助隊として出動した宮崎県隊５名と救助ボート１艇、自衛隊約５，６名とい

う限られた人員、資機材での救助対応となりました。 

  要救助者の状況は、前述のとおり様々で、重度な日常的介護が必要な方々、い

わゆる「災害時要援護者」の方で意思疎通が困難でした。 

  まず、要救助者に救命胴衣を着装させることに困難を極めました。見ず知らず

特養浸水状況 特養浸水状況 

冠水した国道をボートで進行 救助活動状況 

冠水ライン 

約 10ｍ 
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の消防職員が認知症等の方に救命胴衣を着装させようとすると、拒まれたり、暴

れられたりと着装するだけで時間を要し、更には、要救助者に救命胴衣を着装さ

せても、サイズが合わない（高齢でやせ型の方が大多数であった。）状況でした。 

  また、要救助者の大多数が車椅子の方であり、救助ボートへの収容が困難を極

めました。高機能救命ボートであれば容易に収容でき、多数の要救助者を収容で

きると推測されますが、前述のとおり通常の救助ボートのみでの活動。当初は車

椅子から降ろし要救助者のみ収容する計画で、4～5 名を同時に搬送する予定でし

たが、いざ要救助者を車椅子から降ろそうとすると、要救助者は車椅子を必死に

握り、降りようとしません。そのような要救助者は 1名だけではなく、ほとんど

の要救助者にみられることから、日常生活で常に共にしているであろう物がなく

なる不安と、見ず知らずの者がいきなり抱きかかえ、これから何が起こるか分か

らない恐怖からくる本能的防御行動ではないかと推察し、今まで経験したことの

ない「災害時要援護者」を救助することの難しさを痛感させられました。 

  改善策について 

本事案に対する課題としてまず、介護施設特有の要救助者であったことが課題と

してあげられます。意識障害等がなければ、要救助者と意思疎通が可能ですが、認

知症等の場合、要救助者と意思疎通が極めて困難であり、且つどのような行動をと

るか読めないところです。 

本災害を受け、当消防本部では数回にわたり検証会を実施しました。その検証結

果を踏まえ、救助ボートの増艇、水上バイクや車いすを搭載可能なセーフティー

ボートの配備、ＰＦＤを全職員に貸与するなど資機材不足の解消を図るため、ハー

ド面の強化拡充を積極的に行って参りました。しかし、高機能な救助資機材が配備

されても、ソフト面の強化を図らなければなりません。また、災害時要援護者等を

救助する場合は、施設関係者や親族等の同行をお願いするなど、要救助者に寄り

添った活動が一段と求められます。 

以前、当消防本部では、令和元年に発生した台風 15 号、19 号の災害検証会を行

い、高齢者等社会福祉施設に多くの入所者が取り残された事案を受け、人吉市内の

浸水地域にある介護施設に出向き、早期避難のお願いを行いました。その結果、本

特養周辺の状況 要救助者搬送状況 
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災害では、介護施設も 2メートル以上の浸水被害を受けましたが、早期避難を行っ

た結果、「犠牲者ゼロ」でした。 

このような状況を踏まえて、本災害の反省を活かすべく各市町村防災担当者と検

証を行い、地域住民の防災意識を高めるため、「住民の早期避難の確立」と題し、「犠

牲者ゼロ」のスローガンのもと、早期避難啓発プレゼンを各地域に出向いて実施し、

ソフト面の強化も積極的に行っています。

⑵ 夜間における救助ボート操船について 課題２

本事案は、夜間での救助ボートの操船に大変苦慮しました。その理由として、多

数の漂流物、限られた人員、資機材での活動となったことが挙げられます。 

日没までは、障害物や漂流物を視認できる状態でしたが、日没後は、周囲が停電

していることもあり、辺り一面真っ暗闇の状態で、照明等の資機材はなく、自身の

ヘッドライトの灯りを頼りにボートを操船しなければなりませんでした。漂流物等

に衝突すると、ボートが転覆や破損する恐れがあり、また電柱等や電線に引っ掛

かっているプロパンガスボンベや住宅建材などが、いつ落下するか分からない状態

での活動を強いられました。まさに一寸先は闇の状態、かつ冠水エリアは泥水のた

め、船外機を水中の障害物（標識やガードレール等）に接触しないように、操船を

しなければなりません。当消防本部の職員については、土地勘があり、ある程度電

柱や電線等を目印に道路境界等の区別はわかるものの、応援隊の方々は土地勘がな

く、ボート操船に苦慮されたことと思います。

救助活動が終盤に差し掛かったころ、宮崎県隊のボートが暗闇の中浸冠水エリア

を進行中、電線等に引っ掛かっていた障害物（金属製の大型看板かと思われる）が

救助ボート付近に突如落下し、もの凄い轟音と金属音が響きました。幸い救助ボー

トや隊員の方に負傷等はありませんでした。

本事案では、暗闇での活動や特殊な環境下での活動の困難性、大規模な災害及び

当消防本部が被災したことによる人員、資機材不足を痛感しました。 

入所者や施設関係者を救出完了したのが、23 時 30 分。活動開始から 5 時間が経

過していました。 

漂流物や障害物の状況１ 漂流物や障害物の状況２ 
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改善策について 

本事案は、宮崎県隊の他に土砂・風水害対応可能な他県応援部隊が出動していま

したが、管内のいたるところで道路寸断や冠水の影響により、部隊が到着出来ない

状況でした。また、当消防本部も多発的、広域的に発生している災害現場に全職員

が総力を結集して災害活動にあたっていたため、人員、資機材が不足した状態で活

動を行いました。 

前項に記載のとおり、日没までは漂流物等を確認しながら救助ボートを操船でき

る状態でしたが、日没を迎え暗くなると、停電等の影響もあり全く先が見えません

でした。個人装備のヘッドライトの明かりのみでの活動は、手元は明るくなるもの

の、一点のみの照射で活動に支障をきたしました。また、救助ボートに乗船してい

る隊員も本職含め２名という状況で、要救助者の観察や声かけも同時に行い、かつ

狭い視野で周囲を警戒し、障害物等に接触しないよう細心の注意を払いながら操船

するため操船者にかかる負担は計り知れないものでした。 

そのような課題を克服するためハード面の整備として、障害物等に接触しても破

損することを最小限にとどめることができる、ジェット船外機付ウレタンボートの

配備、船外機プロペラ部の保護枠の増設などを行いました。 

ソフト面の課題対策は、他機関との連携強化です。本事案を無事に完遂できたの

は、宮崎県隊救助小隊長に指揮支援本部や自衛隊等の関係機関との調整を行ってい

ただいたこと、また自衛隊の積極的なサポートがあったからです。救急隊待機エリ

ア付近に照明の設置をしていただいたことにより操船の目標となり、安全に操船す

ることが可能となりました。

消防力の限界を超えたとき、関係機関と緊密に連携し、相互が活動を補完しあえ

る体制作りが必要だということです。 

４ おわりに 

近年、全国各地で異常気象による災害が多発し、災害の規模も激甚化している状況

です。また、今年に入り「線状降水帯予測情報」が全国で初めて九州地方に発表され

るなど、100年に 1度と言われていた豪雨災害が、毎年どこかで必ず発生しています。 

当消防本部管轄地域は、本災害から２年が経過し、被害を受けた市町村では、住宅

再建等を含めた復興が急ピッチで進んでいます。本災害の教訓を忘れることなく、来

る災害に全力で立ち向かうため、当消防本部では総力を結集して地域住民の生命、身

体、財産を守るべく、日々精進しています。 

おわりに、「令和 2年 7月豪雨災害」に際して、各地より緊急消防援助隊として出動

していただきました皆様。多くの消防車両が列をなし、現場に駆けつけてくださった

ときは、私自身どれだけ心強く感じたことか、あの時の安心感と感動は一生忘れませ

ん。本当にありがとうございました。 

また、当消防本部単独運用を開始するにあたり、消防車両を無償貸与していただき

ました、福岡市消防局様、熊本市消防局様。消防力を補完するため出動していただき

ました、熊本県内消防本部の皆様。消防資機材を提供いただきました消防本部や関係

者の皆様、大変ありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。 
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自然の力には敵わない 

災害は防げなくても 

命を守る手立てはできる 

最大限の備えで 

「犠牲者ゼロ」を目指して 

現職 

人吉下球磨消防組合 中央消防署 消防第３課 救助機動部隊長 

職歴 

平成１７年 １月  人吉下球磨消防組合採用 

令和 ４年 ４月  現職 

85



86



（８）「特定一階段等防火対象物における 

火災多数救助活動について」 

   大阪市消防局 長田
な が た

 和也
か ず や

 氏 

   採用 平成 15年４月 

   現職 警防部警防課 本部特別高度救助隊 

 

 

大阪市では、平成 20年に 16名の犠牲者を出した「浪速区個室ビデオ店放火事

件」をはじめ、平成 21年に 5名の犠牲者を出した「此花区パチンコ店放火事

件」など、ここ十数年で放火を起因とした火災により多数の犠牲者を出した火災

が複数発生している。 

 令和３年 12月 17日（金）10時 16分頃、大阪の２大繁華街のひとつ「北

（キタ）」で発生した火災は、犠牲者 27名（令和４年８月現在）を出す社会的

にも影響の大きい惨事となった。これは、当局発足以来、３番目に多い犠牲者

の数である。消防車、救急車など 77台が出場し、４階診療所の 27名の他、６

階テナントからもはしご車により１名の要救助者を救出した。 

この災害の特徴としては、「多数の要救助者」に加えて「建物が特定一階段

等防火対象物」と言うことが挙げられる。進入と救出の動線に一つの階段を共

有することは、多数救助現場においては苦境であった。大阪市内においては、

この特定一階段等防火対象物が、約 5,500件も存在する。 

今後、再び起こり得るかもしれない類似事案に備えるため、当局では、ま

ず、本災害の指揮・救助・救急活動における課題を抽出し、それぞれの課題に

対し、対策を講じた。そして、技術検証を重ね、本年４月、同様の状況を想定

とした大規模な検証訓練を行い、一定の効果を確認することができた。 

ここでは、上記の課題の中から、特に“多数救助”に主眼を置いた主な３つ

の課題として「狭隘箇所の活動障害」、「階段における二人抱え搬送要領」、「特

定一階段の活動障害」の対策案とその効果について発表する。 

 

【memo】 
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（９）「他機関連携強化による交通救助対応能力の向上」 

   岡山市消防局 髙
たか

野
の

 拓也
た く や

 氏 

   採用 平成２５年１０月 

   現職 岡山市北消防署 特別高度救助隊 

 

 

今回紹介する事例は、１０ｔトラックが走行中に誤って建物に衝突しトラッ

クのキャビン部分が変形したため、運転手が自力脱出不可能となったものであ

り、救出活動を実施する過程で、当局の保有する油圧器具及びウインチの牽引

能力を超え、救出に時間を要すると判断したことから、レッカー業者と医師を

災害現場に応援要請した事案である。 

応援要請したレッカー業者が、ギア及びブレーキを強制解除することで牽引

が可能となり救出に至ったことから、その技術の習得が必要であると考え、課

題とした。さらに、活動方針を判断する上で医師の観察結果を必要とする場面

が多数存在したため、現場活動における医師と救助隊の共通認識の構築が必要

であると考えた。 

この２つの課題を解決するため、レッカー業者との合同訓練及び医師との合

同事例検討会を実施することで、当局における交通救助対応能力を向上させる

ことができた。 

この取り組みから他機関連携の必要性を実感したため、その活動内容や今後

の展望について発表する。 

 

【memo】 
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※掲載省略

教育講演
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講師紹介 

１ 演題 

｢労働現場でのヒューマンエラーによる事故防止対策｣ 

 

２ 講師 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

  労働安全衛生総合研究所 リスク管理研究グループ 

上席研究員 高橋
たかはし

 明子
あ き こ

 氏 

 

３ 経歴 

  平成 20 年３月 早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程 満期退学 

平成 20 年４月 実践女子大学 生活科学部 助教 

平成 23 年３月 博士（人間科学）を早稲田大学にて取得 

平成 24 年４月 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

（現：独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所） 

        人間工学・リスク管理研究グループ（現：リスク管理研究グル

ープ） 

任期付研究員に就任 

令和３年４月より上席研究員となり、現在に至る 

 

 

（独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所上席研究員。 

専門は安全人間工学。博士（人間科学）。労働者の心理や行動に着目し、

労働災害防止を目指している。現在は、建設作業者を対象とした危険認知

の特性の解明と安全教育の有効性に関する研究、化学物質の危険性リスク

アセスメントにおけるヒューマンエラー対策の考え方に関する研究などを

行っている。 
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抄録 

「労働現場でのヒューマンエラーによる事故防止対策」 

 

 令和３年、労働現場では４日以上休業しなければならないような事故が約 15

万件起きました。そのような中、例えば、建設業では人やチームが要因となっ

て起こる事故が 70％を占めているという報告があります。また，化学事故の分

析では，ヒューマンファクターによって発生した事故が約半数の 47％であった

という報告もあります。このように、様々な産業現場においてヒューマンエラ

ーの防止は非常に重要な課題となっています。そこで、今回はヒューマンエラ

ーの基本的な考え方や、作業手順の定められた作業に関して、事前にヒューマ

ンエラーの防止対策を考える方法についてご紹介します。また、現場対応力の

向上に関する新しい安全観と事故防止のための実践例のご紹介も行いたいと

思います。今回お話しさせていただくことで、少しでも消防の現場で働く皆様

の事故防止に寄与できましたら幸いです。 
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総合討論 

 

「活動困難な環境下における救助対応能力の向上」 

 

（田中） 

皆さんこんにちは。ここからは総合討論の時間に入りたいと思います。本日は

大変お忙しい中、また、足元の悪い中、会場にお越しいただいた皆さん、誠にあ

りがとうございます。それから、本日はオンラインで視聴されている救助隊員の

方もいらっしゃいます。本当にありがとうございます。私は消防庁国民保護・防

災部参事官補佐をしております、田中と申します。よろしくお願いいたします。 

早速、本日御登壇いただいた皆さんをパネリストとしてお迎えし進めていき

たいと考えております。まず、御紹介をさせていただきます。独立行政法人労働

者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所・高橋明子様です。続きまして、東京

消防庁・榊原康之様です。横浜市消防局・鈴木将人様です。土浦市消防本部・鎌

田剛様です。湖南広域消防局・中島和洋様です。倉敷市消防局・大橋達也様です。

久留米広域消防本部・立石平和様です。人吉下球磨消防組合消防本部・山村一臣

様です。大阪市消防局・長田和也様です。岡山市消防局・髙野拓也様です。守口

市門真市消防組合消防本部・青野喬志様です。以上の皆様で進めて参ります。 

このシンポジウムは、平成 10 年から始まっております。今年で 25 回目を迎

えるということで、今日の「活動困難な環境下における救助対応能力の向上」と

いうテーマは、昨年度のアンケートの結果を踏まえて決めさせていただきまし

た。皆さんの事例を非常に知りたいというところがあって採用させていただき

ました。どうもありがとうございます。パネリストの皆様と共にこれからはオン

ライン参加の皆様、もちろん会場の皆様も、一緒に考えていくというところが、

この討論のテーマにもなっております。なかなか様々な事案を一度に知る機会

がないものですから、こういった所で共有して一つでも多く持ち帰っていただ

いて、明日からの訓練、それから災害に備えていただければ、というふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

まずは質問がいくつか届いております。58 件ですね。質問いただいておりま

す。本当にありがとうございます。こちらにつきましては質問がたくさんあって

ですね、全部を御紹介することはできませんけれども、いくつかこのパネリスト

の皆さんにお答えいただきたい、というふうに思っております。では参りたいと

思います。皆さん準備よろしいですか。ありがとうございます。 

では、一問目の質問ですけれども、守口市門真市消防組合消防本部の青野様に
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質問がきております。トンネル内の救助事案ということで、呼吸管理ですとか、

資機材の追加投入について、どういったところを苦労されてどんな工夫をされ

たか、そういったところを御紹介お願いできますか。 

 

（青野） 

当初進入した時点では、横坑内につきましては 18.2%と非常に酸素濃度が低い

状況でございました。こちらの環境改善をする上で、ブローの送気量を増やして

いただきまして、約 20%まで改善することができたのですけれども、ブローの送

気量を増やしますと、非常に横坑内で土砂が舞い上がって活動の障害を来す、と

いうところからも先端の作業員がガス検知器を随時確認しながら、また、ブロー

の量を調整しながら活動を実施した、という形となっております。また、資機材

の携行につきましては、当初申し上げましたとおり、中腰もしくは四つん這いで

の歩行ということで、1 時間 30 分大型救助資機材を携行しての進入、というも

のが正直なところできておりません。実際に中に入った隊員がデジタル無線機

等の使用ができませんでしたので、個人で保有しております携帯電話にて状況

の動画を撮影し、それを一時退出した時に指揮本部で共有した上で資機材の選

定という形に至っております。 

 

（田中） 

ありがとうございます。それからあともう１つですね、潜水隊員はどんな活動

をしたのですか、という質問も届いておりますが、こちらはいかがですか。 

 

（青野） 

先遣隊で進入しました特別救助隊員につきましては、ドライスーツを着用し

BC を装備した上での進入を行っております。しかしながら、進入したところで

浸水範囲が非常に広範囲であったため、現場には到着せずに一時退避をした。そ

のような状況となっております。 

 

（田中） 

はい、ありがとうございます。非常に困難を極める状況の中で、そういった連

絡をうまく取りながら、かつ連絡手段もオペレーター室でしかできない状況の

中でありながらも、持てる資機材、使えるもの、そういったものを最大限活用し

たところがよくわかりました。ありがとうございます。続きまして、次の質問に

参りたいと思います。東京消防庁様にお願いしたいと思いますが、今回の救助事

案につきまして、民間の解体業者の方と連携した活動があったと思いますけれ

ども、それは普段からこういった解体業者さんとの協定があるのか、それとも現
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場合わせみたいな形でその場にいる現場管理者の方も含めて、そういった方と

現場でコラボしてやるような状況なのか、体制がどうなっているのかを聞かせ

てください、ということでした。 

 

（榊原） 

今日発表させていただいた現場は、全くもって現場合わせでございました。た

だ、当庁は 81署ありますけれども、その全てが管轄区域内の土木・建築業者等

とそれぞれ署個別に震災時等の協定を締結しておりまして、連携する体制が整

っておりますけれども、今回の現場は協定に基づく連携ではなく、その現場にい

た解体業者と現場あわせで連携をして活動しました。 

 

（田中） 

はい、ありがとうございます。一般的に市町村と特定業界が協定を結んでいる、

というところは結構皆さん御存じかな、と思いますけれども、東京消防庁さんは

東京消防庁さんとそういう業者さんがダイレクトに協定を結ばれたりしている

ことはありますでしょうか。 

 

（榊原） 

東京消防庁として協定を締結しているパターン、消防署ごとに協定を締結し

ているパターンがあります。 

 

（田中） 

わかりました。ありがとうございます。私からも関連でもう一件ちょっと聞き

たいなと思っておりまして、榊原様の講演の中で外国人労働者の方がいらっし

ゃった、ということがありますので、外国人労働者の方が現場にいらっしゃって、

かつその場ですぐ安全管理、それからコミュニケーションをとらなきゃいけな

い場面ってすごく困るのではないかな、と思ったのですけれども、当時どのよう

な形で対応されたのでしょうか。 

 

（榊原） 

あの現場は私たちが活動している 9 階部分での玉掛け業者が全員外国籍の方

でした。どんどんどんどん活動を進めてしまうので、そこは私たちの活動と乖離

する部分もかなりありまして、例えば、私が「待て」と言っても、その言葉自体

が通じないんですね。ですので、その業者さんの中での「ボスは誰だ」というふ

うに聞いたところ、かろうじて少しだけ日本語の話せる方が「私がボスだ」とい

うことで、その方のヘルメットに「カルロス」という名前が書いてありまして、
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私の顔を覚えてもらいました。私が「カルロス！」と言ったら、活動を一旦全部

やめさせるということで、そこで逐一「カルロス」、「カルロス」と言って、その

後の活動の内容とか注意点を指示、共有しながら活動を継続しました。 

 

（田中） 

ありがとうございます。皆様も多分直面するであろう局面だと思うんですね。

すごくいいヒントというか、手がかりとして、やはり相手の名前を呼ぶこと、名

前がわかればというところもあるんですけれども、何か短いキーワードを作っ

て、そのキーワードで「待て」なのか、「止める」なのか、「ストップ」だとか、

そういったことを現場で意思疎通ができなくてもなんとか折り合えるキーワー

ドって必ずあると思うんですね。その辺を探って、ちゃんと言葉が通じなくても、

このキーワード出たら一回ストップね、とか、こっち向いてくれとか、そういう

ことをやれるといいんじゃないかな、ということにつながる、すごくいい具体的

な例だと思います。これ皆さん地元に帰られたら、引き出しに入れていただくの

と同時に、仲間にもぜひ共有していただけると、１つ具体的な解決策になるのか

な、と思いますので、よろしくお願いいたします。いいお話ありがとうございま

した。では、続きまして、他にも質問がきていますので、いくつか聞きたいなと

思います。湖南広域消防局の中島さんにお伺いしたいのですけれども、テクニカ

ルサーチでドローンを活用され、質問で地図アプリの開発について気になりま

すと。これは既存のものを使われたのか、新たに開発かされたのかどうか。 

 

（中島） 

あれはもう既存のアプリを使っています。グーグルマップって皆さん御存じ

だと思うのですけれど、その機能を活用しまして、現場と指令室の情報共有、検

索位置を描くラインとかマーカー、マークとかも簡単にできますので、グーグル

マップを活用させてもらっています。 

 

（田中） 

はい、ありがとうございました。使えるものはどんどん使っていく、というと

ころで我々も資源が限られていますね。お金も人も資機材も使えるものはしっ

かり使って、賢く現場で活用することもこれは工夫の１つですので、そういった

ところも柔軟に考えていただければいいかな、と思います。時間の関係上ですが、

質問という形で今取り上げさせていただくのは以上となります。あと、これから

パネリストの皆様にテーマを決めて、色々聞いていきたいと思います。その中に

質問いただいたものも織り交ぜていきますので、とりあえず質問の回答につい

てはここまでにしたいと思います。本当にたくさんの御質問をいただいてあり
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がとうございました。取り上げられなかった方、大変申し訳ございませんでした。

でも、この後質問していける部分もありますので、そこで回答ができれば幸いか

と思います。では、総合討論の中身の方に移りたいと思います。今回、皆さんに

活動困難な状況の中での事例をたくさん御紹介いただきました。その中で、まず

そういった現場への臨み方、具体的に言いますと、指令が入って、大体救出のプ

ランがイメージできる指令内容もありましたし、指令内容を聞いただけではよ

くわからないな、というような事例もあったと思います。そういった数々の今日

の事例を最初に現着した時に、どういうふうにそれを捉えて、どう判断したか、

あるいは安全管理上、何に気をつけなきゃいけないのか、最初の情報で状況を掴

むというのは非常に難しいと思います。その難しい状況を掴む中で皆さんのヒ

ントとなるような話が聞ければ、ということで聞いていきたいと思います。まず、

横浜市消防局の鈴木さん、大型貯油タンクの災害ですね。改めて私も思うんです

けれども、あれは指令を聞いただけではなかなかイメージができない状況かと

思います。実際に現場到着されて、まずどう思われましたか。 

 

（鈴木） 

私は初日の活動には参加していないのですが、聞いた話ですと、やはり全く内

容がよくイメージできないところがあったそうです。やはりあれだけ大きいも

のの中に重機が落ちているっていうのは、初期の通報でも、先ほどもお話しまし

たが、「重機が穴に落ちた」というような通報内容でしたので、とても想像がつ

かなかった、というところです。そのため、それほど大きくない出場規模となっ

ていました。現場に着いてみて、関係者からの情報で「クローラーの跡がタンク

内に続いている」ということで、そこから徐々に徐々に規模を大きくしていった。

こういうような流れになっています。 

 

（田中） 

ありがとうございます。やはり指令段階ではわからない、指令の内容を聞いて

もそんなことが起こり得るのだろうか、というような断片的な情報で現場に向

かう。現場に向かったところ、やはりよくわからない状況って多分皆さんもある

と思うんですね。そういった時に大事なのは鈴木さんのお話にもあったとおり、

しっかり観察して、例えば、クローラーの跡がある、大きなタンクの中に落ちて

いる形跡があるようだ、というような散りばめられた情報とかきっかけとか、そ

ういったところをしっかりと観察をして、これが指令の情報と結びつくな、とい

うことがあれば、そういった方向で救助プランを立てていく。一方で、ちょっと

違うな、ということがあれば、最初から現場をサーチし直して評価する。そうい

ったことが初動では大事になるのかな、と思います。他の事例も聞きたいと思い
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ます。土浦市消防本部の鎌田さん、先程の立坑の救助で、中に踊り場がある、と

いうことは今までの事例の中で経験としてありましたか。 

 

（鎌田） 

土浦市の鎌田と申します。まず、マンホール内での事故自体が私が初めて経験

したもので、それに併せてあの特殊な構造の踊り場があったことが最初に中を

実態把握で覗いた時に大変驚きました。 

 

（田中） 

そうですよね。一般的にイメージするものと、開けてみないとわからないとこ

ろが結構あってですね、その開けてみないとわからないところで、初めてわかる

状況の中でどう判断していくのか、というのが多分すごく苦労されたところな

んじゃないかな、と思います。そういった最初は「ああ、これは違うな」と思っ

た中でも、隊員の方が 5 回もトライして、本当に 1 個ずつ障害をクリアしなが

ら救出した事案だったかな、と思うんですけども、そういった隊員の方に対して、

中の評価をどういうふうにコミュニケーションを取ったのか、あるいはどこま

で行けるか、どこから危ないか、という判断はどのようにコミュニケーションを

取られていたのですか。 

 

（鎌田） 

コミュニケーションの方法は声ですね。声で十分に上部と内部で通じるよう

な環境だったので、このコミュニケーションツールは声でいきました。内部には

硫化水素が発生していましたので、最重点ポイントとして呼吸の保護ですね。隊

員の呼吸保護を最重点ポイントにしまして、独特な進入方法を行っていました

ので、そこの隊員が少しでも不安があったり、自信がなければ停止をためらわず

に上がってきていい、というのを最初に取り決めをしまして、それで進入させま

した。 

 

（田中） 

なるほど、最初のやっぱり取り決めって大事ですよね。こうやっていこう、と

いう意思疎通ができることは非常に重要なところですね。ありがとうございま

す。もう一個、別の事案も聞いてみたいと思います。岡山市消防局の髙野さん、

先程の事例の中であれも大型トラックの単独事故で、指令段階では、イメージが

しやすいかな、と思いますが、発表にあったとおり、非常にその後の障害が多か

ったところはありましたけれども、最初の段階であそこまでのものだったこと

は想像できましたか。 
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（髙野） 

最初の段階では想像はできていませんでした。おっしゃっていただいたよう

に、指令内容は大型トラックの単独事故で運転手が自力脱出不可能ということ

で、比較的イメージはしやすかったんですけれども、やはり天井の崩落危険や荷

台の積載物に関して最初情報がなかったんですけども、着いたら砂糖であると

判明し、火災危険があるので、そこの火災危険の排除など、その場で臨機応変に

対応する必要がありました。 

 

（田中） 

やはりそこでもしっかりと状況を観察する、何が起きているのかをしっかり

把握することが大事になってきますよね。ありがとうございます。こういった特

殊な事案や経験がない、前例がない事案というのは、やはり誰でも最初はびっく

りする、というか、どうしたらいいかなと、一瞬立ち止まって考えることがあろ

うかと思います。ただ、そのときに状況をしっかり冷静に見て、自分達がどんな

戦力で何を持っていて、どう活用するのかを考えられるようになることが大事

かな、と思いますので、まず、場の状況に飲み込まれず、この状況をしっかりと

把握し、自分達が持っている資機材をどう活用して要救助者を助けるか、そこに

集中できるかが大事なのかな、ということを感じました。ありがとうございます。

続きまして、現場の状況判断というお話をさせていただきましたけれども、一方

で、発表の中で救助隊 1隊、2隊、そういった能力を超える場合には関係機関と

の連携が重要です、ということが色々と言われていたように感じております。そ

ういった関係機関について、どういったことが具体的にあるかな、というところ

を次に見ていきたいと思います。まず、それでは人吉下球磨消防組合消防本部の

山村さん、水害の中での活動だったと思いますけれども、要救助者の方が多数い

らっしゃる中で救出に向かう。だけど、自分たちの戦力ではなかなか厳しい時に

支援をいただいた、という話がありましたけれども、もう一度、そういった支援

をいただいた時に何が一番助かったか、何か御紹介できるエピソードがあれば

お願いできますか。 

 

（山村） 

活動当時は自衛隊が数名と、宮崎県大隊の救助小隊が 1隊と、当消防本部 3名

で限られた人員で出動して活動を行いました。活動当初は全く照明器具とかも

なくて、自分の持っているハンドライトだったり、ヘッドライトだけで活動を行

ったところなんですけれども、その後、宮崎県の救助小隊長の方が、色々先ほど

内容でもお伝えしたのですけれども、指揮支援本部とか関係機関と調整を行っ
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ていただいて、照明の設置をしていただいたことでうまく活動ができたかな、と

思っています。その他にも、色々地元のラフティング業者だったりとか、そうい

ったところも一緒に活動されておりましたので、そういったところとも意思疎

通といいますか、情報共有がちょっと非常に難しかったかなというのが現状で

す。以上です。 

（田中） 

ありがとうございます。地元の方も御協力いただいていたのですね。なかなか

そういった地元の方の御協力と公的機関とのコラボは、先ほど東京消防庁の榊

原さんのお話に通ずるところもあるかもしれませんが、共通言語ってなかなか

作りにくいところがあり、それでもそういった関係をその場できちんと作って

いく、というところが苦しみながらもできている点は大変素晴らしいな、と感じ

ました。もう一点、お伺いしたいと思います。青野さん、先ほどのトンネルシー

ルド事故の件で関係機関と連携して、非常にあの事案も苦慮されたかと思いま

すけれども、何か改めてありますでしょうか。 

（青野） 

救出活動に非常に多くの時間を要したことで、マスコミの報道等もされてお

りましたので、多数のマスコミ機関、また、その報道を見て一般の方が近くに来

られた、そういったところは他の災害と同様なんですけれども、警察の方に御協

力をいただき、あとは要救助者の容態管理等は、関西医科大学総合医療センター

のドクターや看護師の方の助言をいただいた。ただ、一番やっぱり救助活動に多

く寄与していただきましたのは工事関係者の方で、一緒に横坑の中に進入して

いただいた。そこでセグメントの特性であったりとか、「これでしたら大丈夫で

すよ」というような助言をいただきながら、固定の作業ができたところと、薬液

の注入ラインを新たに地中探索機を使って場所を特定し、掘削していただき、薬

液を注入していただいたことによって、完全に地下水を止水することができま

したので、非常に特殊な事案であれば、普段の消防とは違う、こういった工事関

係者であったり、関係協力機関の重要性というものを非常に痛感した現場でご

ざいました。 

（田中） 

ありがとうございます。本当に現場合わせで乗り切るしかない、というところ

ではあると思うんですけれども、関係機関との連携といった点でも大変参考に

なる事案でもあった、と感じております。それから、業者さんとの連携というと

ころがあったので、関連してお伺いしよう、と思いますが、岡山市消防局の髙野
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さん、レッカー業者を呼んで解体作業もしながら、という事案を先ほど御紹介い

ただきましたけれども、普段からそういうレッカー業者さんと取り組むことは

なかったと思うんですけれども、あの事案を受けてどういった取り組みが新た

に生まれているのでしょうか。 

（髙野） 

スライドでも御紹介させていただいたのですけれども、今回、NPO法人全日本

レッカー協会に所属する時信レッカーセンターさんと合同訓練をさせていただ

きました。今回、時信様の御厚意によって無償で訓練を実際にさせていただき、

大型車両の強制解除の方法など、さまざまなことを教えていただきました。それ

を岡山市消防局内でも車両事故の対応マニュアルとして組織に落とし込むこと

で、うちの救助隊以外の救助隊との連携、また、若手の今後の育成にもつなげた

いと考えております。以上です。 

（田中） 

ありがとうございます。やはり事案を踏まえてどんどん改善していくことは

非常に重要なところですよね。倉敷市消防局の大橋さん、先ほどのお話の中で土

圧検証をされた、それも岡山大学の教授と研究を重ねて、非常に有効な数値的な

土圧の検証をされた、というところも印象的だったと感じたところなんですけ

れども、岡山大学の教授の方とは日頃からそういったつながりはあったのです

か。 

（大橋） 

倉敷の大橋と言います。はじめに、岡山大学さんだけではなくて、他の大学に

も話はさせていただいたのですけれども、当局の職員が岡山大学の卒業生で、

「こういう科があって、もしかしたら土圧計とかそういうのを持っていて詳し

いかもしれないよ」というところで話をさせていただいて、そうしたら土圧計も

ありましたので、最初は「お貸しもできますよ」という話でした。しかし、実際

に一緒に訓練に参加していただき、検証という形でさせていただいた流れにな

るのですけれども、もともと検証したり、訓練をしたり、という関係ではなかっ

たのですが、今回の事案を経て、そういう検証を一緒にさせていただきました。 

（田中） 

検証結果を見て数字が全てを表しているわけではないのですけれども、１つ

の基準として何 m でこれぐらいの荷重がかかることが数値化された、見える化

された、ということについては、我々救助隊員が活動する中では、１つの基準、

119



拠り所になる、そういったデータを今回お示しいただいたのかな、ということを

感じて、土圧の数値的判断材料が我々ゲットできた、というところは皆さんに周

知できてよかったかな、と思います。ありがとうございます。関係機関連携の話

をちょっとここまでしてきましたけれども、現場があって関係機関があってと

いうことで進めてきましたけれども、時間の関係もあって、テーマをまたガラッ

と変えてしまいますが、次はそういった現場での活動を支えるために日頃から

何をやっているのかについてもお伺いしていこう、と考えております。では、ま

ず大阪市消防局の長田さん、先ほどのプレゼンですね、この事案は大変皆さんが、

日本中の方が関心があるというか、非常にインパクトのあった火災であったと

思います。課題としても当然、救助の課題だけではなくて、指揮のこととか救急

のこととか消火活動のこと、色々あったかと思いますけれども、今回、御紹介い

ただいたのは救助の中で、あれだけのたくさんの方をいかに救出するか、効率よ

く負荷がなく救出するか、というところを検証していただいたのかな、と感じま

したけれども、改めまして、あの救出方法に至った経緯と非常に重要な効率のい

い救助方法だと思いますので、もう一度改めて御紹介をいただいてもいいです

か。 

（長田） 

スライドの中でも紹介させていただきましたが、本火災は社会的に大きな影

響を及ぼしたという事もあり、当局一丸となって様々な対策を講じており、その

一つとして、本火災と同様規模を再現した総合訓練があります。 

本火災では、やはり幅員の狭い屋内直通階段が一つしかなかった事が、要救助

者の救出において活動障害となったため、非常に苦慮したところであります。 

この課題を改善するために、要救助者の搬送要領についても多くの検証を行

いました。その中でも、スライドで紹介したとおり、１名での引きずりによる水

平搬送と足側の搬送隊員が要救助者の脚部を搬送隊員の肩に担いで垂直搬送を

行う二名搬送の要領が、このような火災現場でも、迅速かつ効率的に搬送できる

という結果に至りました。 

また、狭い階段であるため搬送要領だけではなく、通行量を調整する等の救出

動線管理が肝要である事から、階段の要所に通行の整理要員を配置し、連携を密

にしました。 

総合訓練で実災害と比較して要救助者の救出時間を 10分間短縮する事ができ

たのは、この２項目を踏まえて実践した成果であると思います。 

スライドと重複いたしますが、現場活動時の対策以外の当局の取組みとして

は、現場活動時の対策以外として、セルフレスキューコーチングという避難対策

強化事業を実施しています。令和４年 10月７日から１年間で大阪市内の特定一
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階段等防火対象物の全対象物を対象として、それぞれの建物に応じた知識や方

策を関係者に対し、具体的に指導することで、関係者や建物利用者の救命へつな

げるという予防の取組みからも、しっかりと次の災害に備えるために方針を打

ち出しています。 

 

（田中） 

大変ありがとうございます。この隊員のスキルを上げる、いかに効率よく要救

助者の方を助けるかを極める、ということを突き詰めてやられているところの

御紹介とそれから、普段、我々消防隊員ではなくて住民の方がどういうふうに備

えるべきか、というところまでそれを併せてやられていることは非常に印象深

いと思っております。住民の方がまず、そもそもそういった事案に至らない、事

案に至っても何とか自分たちで頑張れるためにはこういう方法がありますよ、

という情報提供ですね、これも我々消防隊員としては非常に有効で重要な取り

組みだと思います。もちろん、救助隊員のスキルを上げていくことも非常に重要

なことであって、その 2 つを今回、皆さんが知ることができたというのは非常

によかった、と感じております。ありがとうございます。続きまして、久留米広

域消防本部の立石さん、ミニチュアセットのお話がありましたけれども、こちら

について質問でも寄せられていたんですけれども、あのセットっておいくらぐ

らいでできるんですか。 

 

（立石） 

セット自体は、私が今回この発表に至るまでに結構いろいろな失敗というか、

使ったけど使わなかったものがあるので、それなりにしたかもしれないんです

が、あれを最短で作ろうと思えば、多分 3,000円ぐらいでいけると思います。ま

た、土砂とかそういったものは現地で使うことができますので、砂の性質を変え

て色々なものを試すというのもこのトレーニングツールのメリットだと思うの

で、色々試せるというところと、あとはボックスが結構高くて、今回使ったのが

セメントの固める、混ぜるものを使わせてもらったので、そういったものがちょ

っと値段がしましたけれども、本当に安くしようと思えば、段ボールとかそうい

ったものを使えば、どこでもいつでもできますので、身近なものを使う、100円

均一のものを集めて使うというのがこのトレーニングツールのメリットだと思

っています。 

 

（田中） 

工夫の賜物ですよね。本当に素晴らしいと思います。そういったツールを使っ

てトレーニングをされている状況なんですけれども、そのツールを導入する前
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と導入した後で、何か隊員の皆様の意識というか、スキルとか何かこう大きく変

わったようなところはありますか。 

（立石） 

このミニチュアトレーニングツールにかかわらず、この机上訓練自体がまず、

活動が全体的に俯瞰で見れる、というところがあると思います。ですので、さら

にその上の実際に手を動かして触ってみんなで共有しながらする、このミニチ

ュアトレーニングツールというのは、まず活動の動きだったり、危険要素、そう

いったものを見ることができますので、先ほども話がありましたが、そういう危

険予知のところ、可視化とか、見える化とかそういったところはあると思うので、

そういったのが感覚にはなりますがわかりやすくはなるのかな、危険予知がで

きるのかなと思っております。 

（田中） 

ありがとうございます。そういうことをやれると、訓練をやる前に目的だとか、

訓練の中で右往左往するような、迷ってしまったりするようなこととかもなく

なりますよね。 

（立石） 

そうですね。土砂災害の訓練というのは、やはりどうしても訓練時間が長くな

ると思うんですよね。ですので、その検証とか、そういったところはある程度こ

の訓練ツールでできるところは端折るというか、そっちに任せて、実際にやりた

い実動の実戦的なところ、そういったところを重点的にできますので、訓練の効

率化がよくなるということは、訓練の質も上がるのかな、というところでこの訓

練ツールのメリットだと思っています。 

（田中） 

ありがとうございます。もうひと方お伺いしようと思います。湖南広域消防局

の中島さん、テクニカルサーチのですね、今回恐らく初めてだということを先ほ

どお伺いしたんですけれども、今後の展開として、例えば、近隣の消防本部と一

緒にそういったツールを使って訓練をやるとか、そういったことは何か考えら

れていますか。 

（中島） 

今回のテクニカルサーチはこのシンポジウムがお初でして、まだ共有できて

いない手法ですので、その辺も航空隊とか近隣消防本部とかと連携して、そうい
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う水没位置の特定とかしていきたいです。また、まだ検証しておりませんが水難

救助だけではなくて山岳救助とかにおいて、要救助者、通報者の場所を地図上で

特定して、隊員の疲労も考えながら特定して、確実な場所を特定していきたいと

思います。 

 

（田中） 

ありがとうございます。ぜひ、今回初ということだったので、どんどん宣伝し

ていただきながら、また、2点交差法とか 4 点交差法というあの視点も、なかな

か経験がある消防本部ですとそれをもう当たり前のように使うんですけれども、

私は個人的にも非常にいいアイデア、やり方の１つになるかな、と思いましたの

で、参考にしていただければ、と思います。ありがとうございます。そろそろ時

間が来てしまいますけれども、ここで高橋先生にお話を伺いたいと思います。質

問でも一部寄せられておりましたけれども、消防職員というのはヒューマンエ

ラーと隣り合わせの業務でもあります。先生のお話の中でもありました、うっか

りミスとそれから意図的なルール違反というキーワードは、結構我々としては

ドキッとするところではあるかな、と思います。ただ、そういったところもしっ

かりわかった上で、それで我々は活動していく、訓練していくことが改めて大事

なことだということは皆さんもおわかりになったと思いますけれども、改めて

質問でもありましたけれども、そういったうっかりミスとか、意図的なルール違

反を防ぐような形で、効果的な訓練のやり方とか、ただ、訓練のやり方はちょっ

と専門的過ぎるので、考え方とかそういう部分で何かアドバイスをいただけま

すでしょうか。 

 

（高橋） 

うっかりミスとか意図的なルール違反とか、ヒューマンエラーはどうしても

人間は起こしてしまうものなので、訓練にも大切ですが、色んな視点で対策を考

えてやっていただきたいと思ってまして、ヒューマンエラーを起こさない環境

作りとか仕組み作りですね。例えば、見間違えないような表示のデザインにする

とか、聞き間違えないようなコミュニケーションのルールを作る、といったよう

なそういう環境とか仕組み作りをまずやっていただきたいのと、あと本人も人

間の信頼性を高める対策っていうのもありまして、いくつかあるかと思うんで

すが、例えば、ちょっと昔からあるやり方で対象にきちっと注意が向くように指

差呼称するとか、指差呼称は実は科学的に効果が認められてまして、指を差すこ

とでそこに注意が向いて、対象に注意が向くのでエラーを起こしにくくなると

か、そういうこともありますので、そういうエラーをしない、起こさせない環境

と仕組み作りと、加えて人間の信頼性を高める方法を両方やっていただけたら
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なと思います。 

 

（田中） 

ありがとうございます。指差呼称って超基本中の基本、ということだと思うん

ですね。当然、活動中、手が回せない、そういうことはあると思うんですけれど

も、やはり指差呼称とか、あと信頼性を高めるためのコミュニケーションですね、

そういったところは非常に大事ではあるんですけれども、危険と隣り合わせ、命

に向き合っているという活動の中で、どうしてもそういうところが省略された

り、ちょっと雑になったりすることはあるんですけれども、普段からそういった

ところがある、雑になりがちだ、忘れがちだ、ということをちゃんと皆さんイン

プットした上で、常に日頃からそういった準備をして現場に臨む、というところ、

正解は多分ないと思うんですけれども、普段からどういう意識で臨むか、どうい

う基本をしっかりと身につけるか、そういったところの積み重ねが現場に生き

てくる、と思います。そういったことで事故に至ってしまったり、そういうこと

も多々ありますので、普段から皆さんどうするのか、そこをしっかりと考えてい

ただく、という機会にもなったかと思います。ありがとうございました。もう時

間が来てしまいましたので、本当はまだまだ聞きたいこととか、こんなことを聞

きますよということを、実はパネリストの皆さんとすごく打ち合わせをしなが

らこの会に臨んでおりましたけれども、全部御紹介できなかったのが非常に残

念ではありますが、日々過酷な現場に向き合って最善を尽くしている、そういっ

た皆さんに対して１つでも２つでもヒントになるようなことが出たかと思いま

す。 

最後に１つエピソードを御紹介して終わろうかなと思います。とある消防本

部に『望楼』という名前の消防機関紙がありました。これは昭和 23年の自治体

消防発足の時に、その消防本部が社会人として、消防人として、自治体消防とな

った市民の方や、住民の方に対して、教養ある消防官になってほしいという願い

を込めて作って名付けた、そういった機関誌がありました。その発刊にあたって

寄せているコメントがありますので、ちょっとだけお読みしたいと思います。

「望楼は消防の象徴である。望楼のあるところに消防署があり、消防人があり、

消防人の人生と活動がある。そこには四季を問わず、昼夜もなく、黙々として火

の守りに励む消防人の心が、目が、耳が、消防人の喜びと悲しみが、期待と憂慮

が、献身と誇りがある。私は望楼を愛する。望楼とはラテン語でファロオスと言

い、ファロオスとはもともと灯台のあったアレクサンドリアの町の島の名前で

あったらしい。それから転じて灯台とか航路標識の意味に使われている。この意

味で考えると、望楼という明るい発音とともに、希望の光明を示すものとして、

私には新しい発見と喜びであった。」というところを発見しまして、非常に私は
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心を打たれて皆さんにぜひ御紹介したいと思いました。現在、火の見櫓としての

望楼はありません。ただ、皆さんの心の中に救助のために、要救助者のために、

という消防の最も象徴的な灯火というのがあると思います。そういったものを

皆さんお持ちになりながら、我々と時にこういったものを共有して、さらに後進

に灯火をつなぎ続けていきたいな、と強く感じました。今は最新のテクノロジー

や科学技術なども消防の分野にも駆使して、その恩恵を受けて活動しています。

その部分についてのスキルを上げていく、これも大変重要ではありますけれど

も、我々の救助隊員が直面する場面というのは、最後はやはり人が人を助ける、

というところだと思うんですね。ですので、そういうところに皆さんはこれから

も直面していくと思います。ぜひ、その一助となる、そういった総合討論であっ

たと感じていただければ幸いです。 

お時間になりましたので、これで終わりますが、最後に登壇いただきましたパ

ネリストの皆様に拍手をもって終わりたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 
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最新のトピック 

 

消防庁国民保護・防災部 参事官 村川 奏支 

 

私から救助行政に関する最新の情報を御

紹介いたします。今日は５つのトピックを

用意しました。シンポジウムの中で御紹介

しきれなかった最近の災害事例、6月に通知

しました関係機関連携の強化、救助関係の

車両・資機材の整備、人材育成に関する検討

会、そして、国際消防救助隊の動きについて

です。 

まず事例でございます。こちらは東京消

防庁様から御提供いただきました資料で、

昨年 10 月 31 日ハロウィンの日に発生した

事件です。京王線内で乗客を刺し、可燃性の

液体を撒いて火災を起こした凶悪な事件で

す。報道でも大きく報じられました。 

こちらのスライドを見れば対応状況が一

通りわかると思いますが、まさに実際に NBC

災害の対応が行われた状況になっております。上段の写真にありますように、特

殊な環境での避難、解毒剤自動注射器の必要の有無の確認も意識した神経剤の

症状の確認、警察による犯罪者の確保、消火活動。下段の方では撒かれた液体の

特定作業を行うとともに、消防機関だけでなく、DMAT、警察と連携して救護・災

害対応を行っています。さらには消防団の方々により衆人環視対策も行われま

した。こうした災害は消防機関だけでは対処できないと認識した上で、現場で連

携するための関係機関との事前の想定訓練や準備が重要になってきます。 

東京消防庁では、スライドの下段に記載がありますが、警視庁とも連携訓練に

取り組まれています。テロのターゲットは、世界的に鉄道・駅などの公共交通機

関をターゲットにする事例がよく見られております。鉄道会社との連携も重要

になってきておりまして、日頃から関係を深めて、こうした災害への備えをぜひ

進めていただきたく思います。 

特に来年は広島で G7サミットがございます。また、2025年には大阪万博が開

催されます。国際的な大きなイベントが続く中で、今、日本全体としてテロ対策

に力を入れる時期であることをぜひ意識していただければ幸いです。 
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次は建物救助です。救助の統計でも建物

救助が今、最も多く増加を続けている状況

です。今回、シンポジウムに合わせて全国の

消防本部から事例研究を提供していただき

ましたが、建物救助について類似の事案が

出てきていましたので、こうした事例が全

国的にも多い事案なのかもしれないと考

え、簡単にスライドを用意させていただき

ました。 

どちらの事案も、天井裏で作業をしていた方が急病で動けなくなった方を救

助したという事案です。狭く、暗い空間で要救助者の運び出しが難しい、災害の

発生原因がわかりにくく、二次災害の警戒もしながらの難しい救助現場です。 

このレポートをいただいた倉敷市の事案につきましては、現場は幸いにも天

井の開口部が広かったようなのですが、倉敷市消防局では天井点検口しかアプ

ローチ箇所がない場合を想定して検証訓練を行われた、とレポートにありまし

た。また、瀬戸内市消防本部の事案のレポートでは、狭隘空間で活用できる資機

材を点検・確認しつつ、使用頻度が低い資機材もいざという時に迅速に活用でき

るように訓練することの重要性を感じているというコメントもございました。 

こうした災害の備えとして、教訓にまとめておりますが、天井裏で発生する救

助事案では、熱中症疑いのほかに感電や酸欠の可能性があります。天井裏の耐荷

重を確認し、傷病者をいかにスムーズに救出できるかが重要になります。ごく身

近かつ日常的に狭隘空間からの救出事案が発生することを認識するとともに、

CSRM 訓練による狭隘空間からの救出訓練をぜひ行っていただければと思います。 

次は山岳救助です。今年も多くの山岳救

助が発生しましたが、山岳ガイドアプリが

有効なツールとして活用されていました。

アプリとしましては「コンパス」と「YAMAP」

というアプリが有名なのですが、今回は

YAMAPを１つ例に挙げて紹介いたします。 

この YAMAP で何ができるかといいますと

３つありますが、まず要救助者の発見に役

立ちます。遭難者が YAMAP を使っている場合、遭難者の位置情報はアプリを運

営する会社である YAMAP から得ることができます。次に、救助隊員も移動の難

しい山に入ることになりますが、電波の届かない山での救助隊員の位置をほぼ

リアルタイムに把握でき、二次災害防止にも役立ちます。そして、遭難原因の１

位は道迷いなのですが、道迷いが起こりやすい地点を確認することができて、遭
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難リスクの高い地域をあらかじめ知ることができるというメリットもございま

す。教訓の方に記載しましたが、YAMAPの効果的な活用にあたりましては、運営

会社の YAMAP と協定を締結することで迅速・スムーズに活用することができま

す。このように、登山アプリデジタルツールも生かして、救助活動の効率化を進

めることも重要です。 

ここからは消防庁の取り組みの御紹介で

す。今年の 6月に「大規模災害時の救助・捜

索活動における関係機関連携要領」という

警察、自衛隊などの他の機関と連携して救

助活動するときに役立つ要領を全国の消

防・自治体に発出しております。昨年の熱海

の土石流災害のように大きな災害では、自

衛隊、警察などの関係機関との連携が迅速・

確実な救助のために必要です。実際に熱海の土石流災害では、熱海市消防本部の

消防長が中心となって活動調整会議を毎日開催して、自衛隊や警察などの関係

機関と情報共有、活動エリアや活動内容の調整を行いました。こうした災害時の

関係者の連携には、被災地の消防長とそれを支えるスタッフが要の存在となり

ます。その備えとして、活動調整会議における To Doリスト、自衛隊、警察、国

交省が組織しているテックフォース、今日も事例の中で多く出てきました建設

業者などの基礎情報や連携してうまくいった奏功事例をまとめております。 

ぜひ、平時の訓練、実際の災害時にこの要領を活用してください。また、関係

機関、建設業者等の民間企業とも顔の見える関係を、ぜひ、日頃からつくってい

ただければと思います。 

ここからは、救助に役立つ資機材と車両

の無償使用配備についての紹介です。『特別

高度工作車』につきましては、今、更新を進

めておりまして、今年度 6 台更新予定で、

残り 6 台を来年度更新すべく必要な予算を

要求しているところです。 
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次は NBCについて、特に BC対応の資機材

の整備も進めております。来年の G7サミッ

ト、2025 年の万博を意識して、できるだけ

早く全 54の NBC災害即応部隊への配備を進

めようと予算を要求しております。 

そして、こちらは昨年の熱海の災害を踏

まえて新たに導入を進めている車両であ

る、オフロード対応の『小型救助車』です。

全国に配備希望調査を行い、今年度は 18台

を配備する予定にしております。そして、来

年度は 6 台追加配備できるように必要な予

算要求を行っておりまして、先日、閣議決定

された補正予算案にも計上されておりま

す。 

この車両は、山道はもちろん、雪道でも走

行できます。導入を希望した消防本部から

は「平成 24年九州北部豪雨の際に消防本部の管轄内でも大きな被害があり、各

地から応援に来ていただいたが、大型の消防車両では災害現場に入ることがで

きず、小型のオフロード車両の必要性を痛感した」という声がありました。そう

いう課題意識を持ってこの車両について配備を希望されていました。 

このような現場のニーズも踏まえて多様化する災害に対応できるよう、新た

な車両の導入にも力を入れていきたいと思っております。 

そして、こちらは全く新規に配備をしよ

うとしている資機材で、『建物崩壊・土砂監

視センサー』というものです。土砂崩れや建

物が崩壊する恐れのある現場で、センサー

を照射して土砂や建物の変動を監視し、変

動があった時は警報で危険を知らせる、と

いうものです。 

災害現場で二次災害を防ぎながら、安全

に救助活動に臨んでいただけるよう、配備を進めたいと思っております。来年度

予算要求時点で 18 セット分を要求していたのですが、全国 47 都道府県全てに

配備できるように、先日閣議決定された補正予算案では 47セット分の予算を計

上しております。最前線で活動される救助隊員が安全に活動できる環境を作っ

ていくことにも取り組んでいきたいと思っております。 
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こちらのスライドは検討会についてです

が、毎年度、有識者や現場の消防本部の方に

御協力いただいて、救助の高度化検討会と

いうものを開催しております。今年度は人

材、特に救助隊長に着目して、理想的な救助

隊長像と必要なスキル・能力、効果的な教育

訓練方法を検討しているところです。 

人材育成について検討することとした背

景としては、資料に課題とニーズをリスト

アップしていますけれど、課題としては、技

術の伝承に課題を抱えている、災害現場経

験の少ない若手が増えている、教育が間に

合わないなどの声がありました。また、ニー

ズとしては、救助技術を見える化したい、訓

練研修を充実化したい、効率的な訓練手法

を知りたいなどの声がありました。 

こうした現場の課題ニーズに応えるため

に、検討を行っており、検討の成果として

は、スライドの下段の第 3 回検討内容のと

ころに記載しておりますが、救助隊長に身

につけていただきたいスキルなどをまとめ

たガイドラインを作りたいと思っておりま

す。また、訓練指導マニュアルもまとめたい

と考えており、訓練のやり方、訓練の企画段

階から、今日も高橋先生のお話にもあったような訓練後の振り返りのやり方ま

でなどをマニュアルに落とし込むとともに、併せて動画も作って御提供できれ

ばと思っています。検討は年度内まで行いますので、年度末にはこのような成果

物を皆様のところに届けたいと思っております。 

最後になりますが、国際救助の関係です。

国際消防救助隊 IRTには現在 77本部 599名

に登録いただいておりますが、今年は IERと

いう日本の救助能力を国際機関が評価する

という大変重要な年でした。 

その IER が先週行われまして、36 時間連

続で実動訓練を行い、それを国際機関の

方々が評価したのですが、23 本部から実動
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訓練の隊員、または指導員として御参加いただき、無事に最高評価であるヘビー

級の評価を得ることができました。これにより、海外での災害において要救助者

の多い現場に日本の救助隊が割り当てられるなど、大きな国際貢献を果たす環

境が整いました。関係者皆様の御協力に大変感謝いたします。 

今後もスライドにありますように、各種

訓練やセミナーを行い、国際救助の能力維

持・向上に努めてまいりますので、引き続き

国際救助についても御協力をどうぞよろし

くお願いいたします。以上がトピックの紹

介でした。 
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閉会あいさつ 

消防庁国民保護・防災部 参事官 村川 奏支 

最後の閉会の挨拶をさせていただきます。 

本日は会場とオンラインにより、全国から多くの方々に御参加、御視聴いただ

きました。厚く御礼申し上げます。 

本日のシンポジウムを通じて、有益かつ新たな知見を得られたものと思いま

す。講演者、発表者の皆様、そして携わった関係者の皆様に深く感謝を申し上げ

ます。 

本日御発表いただいた以外にも多くの事例の応募がございました。後日、消防

庁のホームページに記録集としてすべての事例を掲載いたしますので、ぜひ御

覧ください。 

毎年のように全国各地で災害が発生しております。災害現場における皆様の

「全ては要救助者のために」という熱い気持ちにより、これまで多くの生命を救

っていただいたと思っております。シンポジウムが今後の救助活動の一助とな

れば幸いです。 

結びに、全国の消防機関において引き続き安全・確実な救助活動が実施されま

すこと、そして御参加いただきました皆様、全国の消防関係者の皆様のますます

の御健勝を祈念しまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありが

とうございました。 
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テキストボックス
※今回のシンポジウム開催に伴い、全国から募集した事例研究を掲載しています。　なお、事務局で事故種別等で区分していますが、実際の事故種別等とは異なります。
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